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Ⅰ．はじめに

　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から 4 年
が経過しようとしている．津波被害を主体とした犠牲
者の数は全国で 15,000 名を越え，また未だ 2,500 名
以上が行方不明となっている．災害規模として日本の
誰もが経験したことのない震災に直面し，かつてない
犠牲者が生じた中で歯科医師が行った身元確認作業
は，死者に氏名を取り戻して戻るべき場所に帰す手助
けを行い，人の尊厳を全うさせる極めて重要な職務で
あると言える．
　発災当時，筆者には組織運営上の意思決定権が付与
されていたわけでも，責任を持つ立場でもなかったし，
また身元確認作業の中心となった宮城県歯科医師会に
所属していたわけでもない．大学組織に属する一員と
して宮城県歯科医師会と連携して身元確認の現場に継
続的に携わり，現在もそれから派生した様々な活動に
従事することになった者として本稿を記載しているこ
とをお断りしておく．
　今回の震災における犠牲者の歯科的身元確認作業
は，4 段階の作業ステップを踏んで行われた．まず，

①被災地域の直近に設けられた遺体安置所（遺体検案
所）で行われた犠牲者の口腔内所見の記録作業（死後
情報の採取），②歯科医院等から集められたカルテや画
像資料等の生前の診療記録をもとに，被災直近の口腔
内の状況をデータ化する作業（生前情報の採取），③生
前情報と死後情報とを自動対照させ，類似した組合せ
を探索・抽出する作業，そして④抽出された生前情報
と死後情報の詳細な比較検討により，犠牲者に該当す
る候補者が同一人物であるかどうかを歯科的に判断す
る照合作業である．以上の工程のどれかに支障があっ
ても身元確認の精度は低下する．亡くなった遺体が家
族等の元に帰って行けるかどうかを支える重要な作業
であり，手続き的な遺漏は避けられなければならない．
　しかし東日本大震災は災害自体の規模も，人的・物
的被害の規模も「想定外」であったため，実際にはそ
れぞれの作業ステップは試行錯誤の繰り返しであっ
た．多くの関係者の努力のもと，災害フェーズの変化
と同時進行的に作業工程が整えられていったのが実情
である．
　本稿では，検案所での遺体からの口腔内所見の採取
作業の他に，検案所を離れた作業である生前情報から
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の情報抽出と照合作業にも焦点を当て，震災から 4 年
を経過する中で明らかになった問題点を振り返ってみ
たい．

Ⅱ．�東日本大震災における歯科的身元確認作業経
過の概略

　発災直後に検案所で行われた歯科所見に基づく身元
確認活動の詳細な状況については既に発表した1,2）ので，
本稿では簡単に身元確認の経過を述べるにとどめる．
1．発災から身元確認作業への参加まで

　東日本大震災が発生した 3 月 11 日は金曜日の午後
であったため，大学組織としての活動は翌週の月曜日
14 日から開始された．朝に行われた歯学研究科の全体
ミーティングで，宮城県歯科医師会から身元確認作業
への参加要請があったことを受け，ボランティアとし
て身元確認業務への参加者を募る旨の発表があった．
既に東北大学派遣の歯科医師が実際の作業を行うのは
翌日からになること，また東北大学として相当数の歯
科医師を派遣するが，組織としては宮城県歯科医師会
の指揮下に入ってその指示に従うことなどが周知され
た．これまで遺体検案に立ち会った経験を持つ歯科医
師はほとんどいなかったものの，東北大学歯学研究科・
東北大学病院歯科部門としての身元確認班が立ち上
がった．
　翌 15 日から沿岸部を中心とした地域に展開された
遺体検案所・安置所に警察車両により人員が輸送され，
近隣地域で発見された遺体の検案と遺族による確認と
ともに遺体の口腔内所見の死後記録が行われた．検案
所の数は最大で 13 箇所に及び，最大で１日あたり 61
名の歯科医師が動員された．遺体発見数の減少に伴い
次第に規模が縮小され，2011 年 9 月末までに検案所
等で所見記載に当たった歯科医師は，延べ 2,000 名近
くに及び，作成されたデンタルチャートは 4,900 件以
上になった．
　検案所は使われていない学校の体育館や市場の床面
など，広い面積が確保でき，かつ余震による崩壊や津
波からの危険が少ないような施設が選ばれた．しかし，
特に沿岸部では長期にわたって停電が復旧せず，非常
用発電装置と工事用投光器などを用いた不十分な照明
など，厳しい状況での検案作業であった．発災直後は 1
日に搬入される遺体数が非常に多く，また遺体の死後
変化も緩徐であったことから顔貌から個人識別が十分
可能であったため，歯科所見の記録は身元不明遺体を
中心として集中的に行われた．4月半ばを過ぎて次第に
暖かくなってくるにつれて死後変化も進んで，顔貌だ
けでは身元の同定は困難となり，発見された全遺体に

ついて詳細な記録がとられることになった．また，発災
直後では多くの検案所内では停電が続き，機材も不足
していたため，統一書式のデンタルチャートを手書き
で正確・詳細に記載することに重点が置かれていたが，
次第に検案所が整理統合され，資材も整ってきた 2011
年の夏以降はデンタルチャートの記載と併せてデジタ
ルカメラによる口腔内写真とデジタル方式のポータブ
ルエックス線撮影装置によるレントゲン写真も資料と
して記録するようになった．ただし資料の散逸を防ぐ
ため，統一した撮影機材を配備し，撮影の手順や内容を
規格化し，また得られたデータはすべて宮城県警察本
部に集積することで資料の質の維持と保全を図った．
　死後情報と生前情報とを組合せ，該当者を検索する
フェーズ以降は，東北大学情報科学研究科の青木孝文
教授らの尽力が大きい．情報技術の活用は，専用の検
索アルゴリズムとソフトウェアの開発やデータベース
化等による身元確認支援システムの構築に始まり，現
在では東日本大震災の経験と教訓を踏まえ，今後起こ
りうる様々な緊急状況に歯科情報を迅速に入手できる
ような歯科情報のデータ形式の標準化の立案３）まで発
展している．このように宮城県では警察，歯科医師会，
大学の３者が良好な関係を保ちつつ歯科情報に基づく
身元確認作業を進められたと言える．

Ⅲ．歯科的身元確認作業を通じて浮上した問題点

　発災後の時間経過の中で身元確認作業には様々な課
題が明らかになったが，本稿ではそれを大きく 2 つに
集約したい．すなわち，我々歯科医師がどのように出
動するか，また人員配置や組織を誰がどのように統制
するかの課題（人的マネージメント），膨大な生前情報
と死後情報をどのように集積し，犠牲者の身元確認に
結びつけていったか，さらに今後予想される大規模災
害においてどのように歯科診療情報の保全を図ってい
くか（情報マネージメント）である．
1．人的マネージメントの課題

　1）大学組織の果たす役割
　現在，都道府県などの歯科医師会と警察（あるいは
これに加えて海上保安本部）は協定・申し合わせ等に
よって災害時の身元確認に関する行動計画を策定して
おり，有事の際には歯科医師会から組織的に派遣を行
う体制が整っている．しかし大学に所属する歯科医師
の多くにとって，身元確認業務にどのように参画する
かの作業系統は定まっていないのが現状である．
　宮城県では，発災前から県歯科医師会と大学との連
携が図られており，発災後，大学組織が県歯科医師会
の指揮下に入って身元確認を行う体制が直ちに整っ
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た．日本歯科医師会経由で全国から派遣される歯科医
師が到着するまでの，最も回収される遺体数が多かっ
た時期に，地元の大学所属の歯科医師が大量投入でき
たことは幸いであったと言える．
　大学・大学病院に所属する多数の歯科医師の存在
を，貴重なマンパワーとして活用しないのは損失であ
る．特に発災直後，被災地の開業医は自身の診療所の
対応に追われることになり，身元確認作業への動員力
低下が懸念される．もちろん大学病院の歯科医師だか
らといって身元確認業務を行う義務はないが，災害時
であっても機動力を発揮できる大学所属の歯科医師と
して，専門的知識を生かした社会貢献の一環として作
業に従事できる体制を準備しておくことは必要であろ
う．もちろん，個々の歯科医師に大学を離れての作業
時に万一事故が生じた場合の責任の所在や補償等は事
前に明確にしておかなければならないし，また診療
とは異なる身元確認作業をスムースに行えるよう，日
頃から研修などでトレーニングを積んでおく必要があ
る．また組織的な指揮系統がどのように位置づけられ
るかも歯科医師会や行政との意見交換の中で整備して
おかなければならない．
　身元確認への参加者を募る際にも，周囲の雰囲気に
流されたり，一瞬の高揚感で衝動的に参加したりする
ことなくあくまでも冷静な判断の下で自己の意思に基
づいて参加できるような配慮が必要である．活動後に
思わぬメンタルストレスとなって後日影響が現れるこ
ともあり得る．作業に従事した歯科医師に対する事後
の精神面でのフォローも必要であろう．
　2）歯科法医学の専門家の役割
　2013 年 5 月の文部科学省の調査では現在，全国の
歯学部・歯科大学 29 学部中，歯科法医学に関する講
座等が設置されているのは 8 学部，常勤教員数は 20
名程度であった4）．同年 7 月に東北大学，またその後
2014 年 11 月に奥羽大学にも歯科法医学関連の講座が
設置されて計 10 学部となったが，医学部では 79 大学
すべてに法医学に関する講座が設置されているのに対
し，歯科法医学の専門教員の局在と人員不足は否めな
い．教育・研究・社会実務を果たすためには更に多く
の専門研究者・教員の確保は必要であり，そのための
措置が望まれる．
　しかし大規模災害の際の身元確認事案に対応可能な
大量の専従人員の確保までは不要であろう．東日本大
震災で明らかとなったように，身元確認業務のうち，
人員の大量投入が必要な死後所見の記録フェーズでは
一般の歯科医師であっても対応が可能である．歯科法
医学の専門家にとっては，有事の際に直接災害・事

故現場に赴いて第一線の作業を行うことも重要である
が，状況によっては，より大局的観点から人材配置や
物資の供給のマネージメント役に徹することもあり得
る．災害・事故のフェーズに応じた臨機応変の対応が
必要と考えられる．このためにも平時から様々な状況
を想定した上でのシミュレーションが欠かせない．ま
た平時においては専門的スキルを研修等を通して周知
させ，非常時に円滑な人員配備ができるような体制を
講じておくことが必要である．歯科法医学の専門家は，
教育・研究を遂行すると共に，歯科法医学領域におけ
る地域の歯科医師の中核スタッフとして機能できるよ
うな立場として日本全国に満遍なく配備されるのが理
想と言えよう．
2．情報マネージメントの課題

　1）死後情報の収集
　一般的に歯科的身元確認に必要な死後情報として，
①デンタルチャート，②口腔内写真，③エックス線写
真の 3 点が採取されるのが理想的である．このうち
デンタルチャートは用紙とペンがあれば手書きで記録
可能であるため，電力供給などのインフラが破壊され
た被災地近くの検案所であっても最低限の記録が可能
な死後記録として大きな価値を持つ．特に資機材の配
備が行き届かない一方で多数の犠牲者の記録を行わな
ければならない急性期の対応では，最低限のデンタル
チャートを確実に記録することを徹底させるのが有効
であろう．その後の中長期では遺体の経時変化も進ん
でくるため，様々な資料を追加採取する必要も生じて
くる．検案の状況に応じて採取資料を臨機応変に対応
することも必要と考えられる．
　図 1 に，今回宮城県で用いられた口腔内所見記録用
紙（デンタルチャート）を示す．記録日時や記載者を
記す欄，歯や歯列の状態を図示して記録する欄，状態
を用語として記載する欄などから構成されている．検
案支援作業に慣れない歯科医師にとって，疲労も含め，
安置所での作業は相当の肉体的・精神的ストレスとな
る一方で，遺体の所見を記録する機会は原則１回だけ
であり，検案現場での記録ミスは極力回避されなけれ
ばならない．このような状況下での記録は，二重，三
重のチェックが自動的に行われることを前提として行
われるべきである．大規模災害時の歯科的身元確認に
おいて用いられるデンタルチャートは，歯科法医学の
専門家ではない一般の歯科医師の誰もが，非日常的な
作業状況下であっても記録可能な様式であること，ま
た万一の記載ミスがあったとしても記載内容に冗長
性・自己修復性を持たせ，最終的には正しい情報が残
るようにしてあることが具備条件と考えられる．具体
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的には，ある歯に関して図での記録，文言での所見記載，
さらに歯の有無の確認の 3 項目について独立した記載
欄を設けて記入することにより，万一どれかに誤記が
あったとしても正しい情報が得られることになる．実
際，現場で記載されたチャートには矛盾する内容が記
されているものがあった（図 2）．私見であるが，既に
広く用いられている統一様式のデンタルチャート用紙

（図 3）は，このような記載内容のチェックが手薄であ
り，改良の余地があると考える．また歯の状態を咬合
面側と口腔前庭側の 2 方向から描く方法は，一見情報
量が豊富であり，図自体にダブルチェック機能がある
ように思われるが，多数の遺体の所見を記録しなけれ
ばならない検案現場ではかえって記録者の負担が大き
くなる．2 方向からの図に矛盾があった場合に自己修
正機能が作用しないことを考えると，図は 1 方向のみ
とし，文言での所見記載と歯の有無チェック欄を設け
ることでデータの信頼性を担保するほうが確実と思わ
れる．国際的に用いられている Interpol 方式のチャー
トも，歯冠咬合面とその周囲の 4 面を模式的に表すだ
けの 1 方向記載であることも参考になろう．ほとんど
の一般の歯科医師にとって，遺体を目の前にしての作
業は経験が乏しい．口腔内所見の記録そのものは日常
行っている診療と変わりないとは言え，多数の遺体が
並び，チェアーサイドとは異なる厳しい作業環境のも
とでの所見記録作業は平時とは異なる精神状態に陥る
ことが予想され，予期しないヒューマンエラーが生じ
ることを念頭に置いた作業マニュアルの整備が必要で

ある．特に口腔内写真やエックス線写真の撮影が不可
能な状況下で唯一の死後記録となるデンタルチャート
の記載内容には記録ミスがあってはならない．日本で
は，検案所での作業を死後所見の記載に慣れない一般
の歯科医師に依存する構造になっている以上，デンタ
ルチャートの書式や作業の手順は歯科法医学の専門家
にとっての使いやすさというよりも，慣れない状況下
で作業を行う一般の歯科医師にも誤りなく記載可能な
形式であることが求められるのではないか．
　また口腔内写真はデジタルカメラで撮影するのが現
実的であるが，口腔内だけではなく遺体識別票を必ず
同時に撮影するなど，誰の写真であるかを明確にしな
いと後に混乱を生じることになる．また特徴所見の局
所的な記録だけではなく，必ず口腔内全体を網羅的に
撮影しておくことも後日の照合の際に必要となる．規
格化した写真を撮影し，確実にデータ回収を行うため
には，個人所有の機材に依存するのではなく，撮影機
材と撮影マニュアルを完備しておき，資機材として現
物を配備することが望ましい．
　エックス線写真の撮影に関しても，口腔内写真と同
様のデータ保全の工夫が求められる．口腔内写真以上
に誰のどの部位を撮影したかが判然としにくいため，
撮影情報を付属させることを徹底しないとデータの価
値がなくなる．さらにエックス線撮影機材はポータブ
ル化が進み，簡便に撮影できるようになっているもの
の，エックス線防護には従来と変わらない配慮が必要
である．限られた関係者だけが作業を行う平時の検案
所とは異なり，東日本大震災では不特定多数が出入り
するオープンスペースの検案所内で歯科所見の記録が
同時進行的に行われた．このような状況下で十分な防
護策を講じないままにエックス線照射を行うことは慎
まれなければならない．当然作業に従事する歯科医師
や補助者に対する防護も必要であり，このための資機
材をあらかじめ準備しておくことも望まれる．
　2）生前情報の収集
　現在，診療情報を紙ベースのカルテとして記録して
いる歯科医院はまだ多い．しかし東日本大震災では沿
岸部の多くの歯科医院が津波被害によってカルテなど
の診療記録の滅失につながり，生前情報の収集に困難
を来した．また診療記録が回収されたとしても診療情
報のデータフォーマットの統一化が図られておらず，
特に紙媒体のアナログ情報であるカルテを基に身元不
明候補者の検索に必要な直近の口腔内状況を読み取る
作業には，人海戦術的な膨大な時間と労力が費やされ
た．
　震災を通じて明らかとなったこのような診療データ

図 1 宮城県で用いられた立体方式デンタルチャート
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の脆弱性とデータフォーマットが抱える問題は，今後
起こりうる大規模自然災害のみならず，平時における
様々な要因によるデータ滅失も想定して，早急に対策
を講じる必要がある課題と言える．
　3）歯科情報の標準化とは
　歯科情報の標準化とは，「コンピュータによって蓄積・
検索・処理が容易な，歯科情報のデジタル化およびデー
タ形式」と定義される3）．
　日本では現在，健康保険制度が整備されており，全
国の歯科医師が共通の用語で標準的な診療内容を理解
でき，また診療記録も規格化されている．このこと自体，
情報の標準化のための基盤が既に出来上がっていると
考えられる．では標準化を更に進めることによって何
が可能になるか．身元確認業務の場面で考えてみたい．
　現在，身元不明遺体が発見された場合，死後記録は
デンタルチャートや口腔内写真として歯科医院に照会
される．歯科医師は該当する患者がいたかどうかを主
に自分の記憶を頼りに検索し，返答する．もし標準化
が行われれば，死後記録は標準データに変換され，捜
査機関はデータの様態で歯科医院に照会する．歯科医
院に普及が進んでいるレセプトコンピュータや電子カ
ルテにメーカー非依存の標準データ出力機能が実装さ
れると，照会を受けたデータを，医療コンピュータの
メーカーに関係なく検索し，返答することが可能にな
る．また大規模災害の場合は，捜査機関で行われる検
索システムに迅速なデータ提供を図ることが可能にな
り，歯科医師の記憶に依存する現在のシステムから大
きな改善が期待できる．

　注意したいのは全ての診療データを一元集約管理す
るナショナルデータベースとは概念が異なり，これを
進めようとしているのではないということである．診
療データそのものは各医療機関が責任を持って保持
し，それを提供するかどうかは医療機関の任意に委ね
られているという点で，データ管理の面では今までと
何ら変わることはない．標準化は，あくまでもデータ
形式の定義を行うだけである．
　4）歯科情報の国際標準化の現状
　現在，身元確認の際に必要な歯科情報の重要性は国
際的にも認識されており，各国で歯科記録やバイオメ
トリックスの規格化が進行している．元来はローカル
規格ではあるが実質上国際的に用いられている規格と
して，Interpol形式とADA規格がある．Interpol形式は
2004年スマトラ島沖地震の身元確認に用いられた実績
があり，全身所見の一部としての歯科記録をチャート
形式に残すものであるが，自由記載部分が多く，直接
デジタル化を行うには工夫が必要と思われる．ADA 規
格は口腔と歯の所見の詳細な列挙とコード化が行われ
ており，デジタル化が容易であるが，日本の保険診療で
しばしば用いられる内容が表しにくいなど，項目の精
選と検討が必要と考えられる．この他にも多くの規格
があるが，デジタルデータとしての互換性には課題が
残っており，多国間にまたがった歯科的身元確認事案
での障壁となっている．このため，身元確認のための歯
科情報の国際標準化を進める機運が高まってきた．
　国際標準化機構（ISO：International Organization 
for Standardiztion）は電気を除く工業分野における国

図 3 全国統一様式のデンタルチャート

図 2 記載内容に矛盾があるデンタルチャート
図では左下 6 － 8 が欠損（× 印）であるが，所見記
載では「ケンゼン」（健全歯）と記されている．こ
のままではどちらが正しいか不明であるが，歯牙の
有無を確認する欄にチェックがないことから，欠損
歯であることが判明した．現場の混乱の中ではこ
のような誤記もしばしば起こりうるが，3 重以上の
チェック機構を設けることで記載内容の自己修復が
期待できる．
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際規格を策定する組織である．ここで 2013 年から身
元確認のための歯科情報の標準化に関する検討作業が
開始された．日本歯科医師会の依頼を受け，我々東北
大学を中心とした日本代表メンバーが国際標準化の作
業に関与している．
　標準化の作業は ISO の中の階層化された小委員会で
行われる．最上階層の TC（Technical Committee；
専門委員会）は TC1（ネジ）から TC229（ナノテク
ノロジー）まで広範囲にわたっており，例えば医療関
係では TC194（医用・歯科用材料及び機器の生物学
的評価），TC210（医療用具の品質管理）などがある．
この中に TC106 として歯科専門委員会がある．
　TC106 の下部には 9 つの SC（Sub Committee；分
科委員会）が設けられ，さらに SC の下部組織として
いくつかの WG（Working Group；作業グループ）が
あり，具体的な作業を行っている．2013 年から，歯
科に関する用語を策定する SC3 の中に，法医学的身元
確認のための歯科情報の標準化に向けた新しい WG を
作るための検討が開始された．韓国の仁川で開催され
た ISO/TC106 年次会議では，身元確認のための歯科
情報標準化の検討会が，9 カ国・約 20 人の出席のも
とに開かれた．いくつかの国から歯科的身元確認の現
状報告がなされ，日本からも東日本大震災の経過や身
元確認の取り組み，課題について報告を行った．討論
の結果，歯科的データセットの国際標準化の必要性が
確認され，６カ国が立候補して 2014 年度年次会議に
向けての原案を作成することになり，日本も主導権を
握るべく立候補を行った．2014 年度年次会議はベル
リンで開催された．当初，Interpol 方式を推すヨーロッ
パ諸国やオーストラリアが優勢であったが，会議の後
半でアメリカと日本が巻き返しを図り，最終的にはア
メリカと日本の両国の代表が今後の実務の中心となっ
て国際標準化を進行することが決定した5）．
　記録項目自体の策定に当たってはADA方式のような
詳細な海外規格に一日の長があると思われるが，日本
の独自性として東日本大震災における大規模災害時の
身元確認を実際に経験し，その教訓と反省を有してい
ること，また健康保険制度が充実し，レセコンや電子
カルテが普及していることは積極的に強調する必要が
ある．このような日本における情報化の動きを国際標
準に取り込ませることは国策上当然の方向性であり，
少なくとも国際標準化形式と容易に互換可能なデータ
セットの策定に向けた誘導を行うことで，日本データ
形式のいわゆるガラパゴス化は回避しなければならな
い．これを踏まえ，今後の国際標準化事業では日本の国
内動向を強力にアピールしていく予定である．

Ⅳ .　おわりに

　災害に伴う犠牲者の発生は当然ゼロであることが望
ましいが，現実問題として今後高確率で発生するとさ
れている自然災害に目をつぶることはできない．発生
してしまった犠牲者は，速やかに個人識別され，帰さ
れなければならない．
　震災後の 2012 年，いわゆる死因究明二法が成立し，
この中で歯科医師が行う身元確認が初めて法的に定義
された．震災の発生は法案制定以前であったために歯
の所見を十分に得られなかったケースもあったが，今
後は積極的に歯科医師が介入し，法の規定の下で身元
を明らかにすることが社会的にも要請されていると解
釈できる．
　東日本大震災犠牲者の歯科的身元確認作業で我々が
行ってきた作業の過程は多くの人々の英知と経験の結
集であると同時に，問題点も多数浮かび上がっている．
歯科医師や関係者の努力だけで解決できるものばかり
ではないが，自分が誰であり，どこにいるべきか，と
いう個人の尊厳の礎を確たるものにするためにも，歯
科所見も含め DNA 型や他の身体的特徴なども統合さ
れた身元確認システムが機能するような社会を作り上
げることは喫緊の課題であろう．
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